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自己株式の取得および消却に関するお知らせ 
（商法第２１０条に基づく自己株式取得および同第２１２条に基づく消却） 

 

当社は、平成１４年５月１３日開催の当社取締役会において、商法第２１０条の規定に基づく自己

株式の取得の承認を求める議案を、平成１４年６月２６日開催予定の当社第９８回定時株主総会に

提案することおよび商法第２１２条の規定に基づき、平成１４年５月１３日現在保有する自己株式を

消却することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得について 
(１) 取 得 の 理 由  

 資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能と 

するため、自己株式を取得するものであります。 

(２) 取 得 す る 株 式 の 種 類 当 社 普 通 株 式 

(３) 株式の取得価額の総額 ６ , ０ ０ ０ 億 円 を 上 限 と す る 。 

(４) 取 得 す る 株 式 の 総 数 １ ７ ０ 百 万 株 を 上 限 と す る 。 

   （注）上記の決定は、平成１４年６月２６日開催予定の当社第９８回定時株主総会において、 

       「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。 

 

 

２．自己株式の消却について 
(１) 消 却 す る 株 式 の 種 類 当 社 普 通 株 式 

(２) 消 却 す る 株 式 の 総 数 ４０,０００,０００株 

   

 

〔参考〕当 社 の 発 行 済 株 式 数 

（平成１４年３月３１日現在） 

３,６４９,９９７,４９２株 

 

 以  上 

 


